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　令和２年４月から使用する新しい国

民健康保険被保険者証を、３月中旬～

下旬に世帯主宛へ郵送します。被保険

者証が届いたら、必ず内容をご確認く

ださい。

　現在お持ちの被保険者証は、３月３１

日で有効期限が切れます。

有効期限が切れた後は、

細かく破るなど、確実

に処分してください。

高齢受給者証および

特定疾病療養費受療証は、

令和２年７月中旬～下旬

に郵送します。新しい証

が届くまでは、お手持ち

の証をお使いください。

収
入
保
険
制
度
（
農
業
）

　

収
入
保
険
制
度
は
、
農
業
者

の
抱
え
る
様
々
な
リ
ス
ク
に
総

合
的
に
対
応
で
き
る
セ
ー
フ
テ

ィ
ネ
ッ
ト
で
す
。

　

品
目
の
限
定
は
無
く
、
収
入

全
体
を
カ
バ
ー
で
き
、
農
業
者

の
努
力
で
回
避
で
き
な
い
収
入

減
少
を
幅
広
く
補
償
で
き
ま
す
。

　

保
険
料
・
積
立
金
の
一
部
は

国
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
者
は
青
色
申
告
実
施
者

で
、
１
年
以
上
の
実
績
が
必
要

で
す
。
加
入
相
談
は
地
域
の
農

業
共
済
組
合
の
窓
口
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
高
知
県
農

業
共
済
組
合
香
美
支
所

☎
53
・
９
０
７
７

ビ
ス
な
の
で
、
利
用
し
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。
正
規
の
マ

イ
ク
ロ
バ
ス
に
は
『
緑
ナ
ン
バ

ー
』
が
付
い
て
い
ま
す
。

◆
レ
ン
タ
カ
ー
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス

に
は
運
転
手
は
付
い
て
い
ま
せ
ん

レ
ン
タ
カ
ー
会
社
か
ら
は
、

車
を
借
り
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、

借
り
受
け
た
利
用
者
自
身
が
運

転
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

レ
ン
タ
カ
ー
と
運
転
手
が
一
体

的
に
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
は

『
白
バ
ス
』
と
呼
ば
れ
、
法
律

に
違
反
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
の

で
利
用
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

◆
『
白
バ
ス
』
を
利
用
し
て
事
故

に
遭
っ
た
場
合
、
保
険
の
適
用
が

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す

『
白
バ
ス
』
を
利
用
し
て
、
事

そ  

の  

他

物
部
歯
科
診
療
所
の

診
療
日
が
変
わ
り
ま
す

　

４
月
か
ら
市
立
物
部
歯
科
診

療
所
の
診
療
日
が
変
更
に
な
り
、

月
曜
日
が
休
診
に
な
り
ま
す
。

【
休
診
】
月
曜
日
・
木
曜
日
・

日
曜
日
・
祝
日
・
年
末
年
始

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
介
護

支
援
課　

☎
52
・
９
２
８
２

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
は
適
切
に

利
用
し
ま
し
ょ
う

◆
正
規
の
運
転
手
付
き
マ
イ
ク

ロ
バ
ス
を
手
配
し
ま
し
ょ
う

　

運
転
手
付
き
の
『
白
ナ
ン
バ

ー
』
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
は
、
い

わ
ゆ
る
『
白
バ
ス
』
と
呼
ば
れ
、

道
路
交
通
法
に
違
反
す
る
サ
ー

風
し
ん
ク
ー
ポ
ン
券
の

有
効
期
限
を
延
長

　

全
国
的
な
風
し
ん
の
流
行
を

受
け
、
風
し
ん
の
抗
体
価
（
免

疫
）
が
低
い
世
代
の
男
性
に
抗

体
検
査
お
よ
び
予
防
接
種
の
無

料
ク
ー
ポ
ン
券
を
お
送
り
し
て

い
ま
す
。
対
象
に
な
る
方
で
ク

ー
ポ
ン
券
を
使
用
し
て
い
な
い

方
は
、
ク
ー
ポ
ン
券
の
有
効
期

限
が
延
長
さ
れ
ま
す
の
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

お
手
元
に
ク
ー
ポ
ン
券
が
な
い

場
合
は
、
再
度
交
付
し
ま
す
の

で
下
記
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

【
今
年
度
の
対
象
者
】

昭
和
47
年
４
月
２
日
～
昭
和
54

年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
男
性

【
ク
ー
ポ
ン
券
の
有
効
期
限
】

　

令
和
４
年
３
月
末
ま
で
延
長

※

ク
ー
ポ
ン
券
の
期
限
は
医
療
機
関

で
読
み
替
え
ま
す
の
で
、
お
手
持
ち

の
ク
ー
ポ
ン
券
が
使
用
で
き
ま
す
。

【
令
和
２
年
度
の
対
象
者
】

　

昭
和
37
年
４
月
２
日
～
昭
和

47
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
に

は
、
４
月
以
降
に
個
別
に
ご
案

内
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

健
康
介
護
支
援
課
親
子
す
こ
や

か
班　

☎
52
・
９
２
８
１

が
ん
検
診
希
望
調
査
票

　

令
和
２
年
度
の
が
ん
検
診
希

望
調
査
票
が
届
い
た
方
は
、
記

入
の
上
３
月
12
日
ま
で
に
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
通
知
不
要
の
申
し
出

を
し
て
い
た
方
で
、
今
後
の
通

知
を
希
望
す
る
方
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

健
康
介
護
支
援
課

☎
52

・

９
２
８
２

胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診

　

４
月
３
日
か
ら
各
地
区
を
巡

回
し
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診
を

行
い
ま
す
。
対
象
者
に
は
受
診

票
等
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

※

職
場
や
病
院
で
受
け
る
な
ど
の
理

由
で
市
の
検
診
を
止
め
て
い
る
方
に

は
、
受
診
票
は
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

再
開
し
た
い
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】
昭
和
56
年
４
月
１
日

以
前
に
生
ま
れ
た
方

【
問
い
合
わ
せ
先
】

健
康
介
護
支
援
課

☎
52
・
９
２
８
２

「就職して健康保険ができた」「家族

の健康保険の扶養に入った」など、他

の健康保険に加入しているのに国民健

康保険の新しい被保険者証が届いた場

合、国保脱退の届け出が必要

です。

　国保の保険証・新

しくできた保険証・

認印・本人確認書類

（運転免許証等）を

持参の上、窓口で手続き

してください。

窓口・問い合わせ先

市民保険課　☎５３－３１１５

香 北 支 所　☎５２－９２８５

物 部 支 所　☎５２－９２８８

国保国保の被保険者証被保険者証が

　　 　 新　　 　 新しくしく変わりますわります

国保の被保険者証が

　　 　 新しく変わります

他の健康保険に

　　加入していませんか？

や
な
せ
た
か
し

龍
河
洞

リ
ュ
ー
く
ん

Ｃ

088-820-1755 電話受付時間　午前8時30分～午後5時15分（土、日、祝日を除く。）

高知県支部
〈（公財）高知県スポーツ協会内〉

〒780-0850 高知市丸ノ内1-7-52
高知県庁西庁舎1階

小さな掛金、大きな補償

2019年12月作成　19-TC05719

〈引受幹事保険会社〉
東京海上日動火災保険株式会社
担当課 公務第2部 文教公務室

〈共同引受保険会社（令和2年4月予定）〉
あいおいニッセイ同和  共栄火災  損保ジャパン日本興亜
大同火災  東京海上日動  日新火災  三井住友海上  AIG損保

TEL 03-3515-4346（平日9：00～17：00）

※事故の日からその日を含めて180日以内の死亡、後遺障害、入院、手術、
通院が対象となります。
※上記に加え、賠償責任保険、突然死葬祭費用保険も付帯されています。

この広告はスポーツ安全保険の概要についてご紹介したものです。ご加入の際には、必ず「スポーツ
安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は保険約款および特約
書によりますが、ご不明の点がございましたら（公財）スポーツ安全協会または東京海上日動火災保
険（株）までお問い合わせください。

検索スポーツ安全保険
保険の詳しい内容、資料の請求は、
ホームページをご覧ください。
※インターネットからも加入受付をおこなっております。

加入対象者 補償対象となる団体・グループ活動

子ども

加入区分・掛金

（中学生以下）

全年齢

大人
（高校生
以上）

※特別支援学
校高等部の
生徒を含む 上記団体活動に加え、個人活動も対象

死亡保険金 ： 2,000万円
後遺障害保険金 ： 3,000万円（最高額）
入院保険金 ： 4,000円 /1日
通院保険金 ： 1,500円 /1日（30日限度）

スポーツ活動

スポーツ活動（指導・審判を含む）

危険度の高いスポーツ（指導・審判を含む）

※スポーツ活動中の事故は補償の対象外です。

※A2区分で対象となる活動も補償されます。

※右記年齢の判断は、｢令和2年4月1日｣と｢掛金
の支払い手続きを行う日｣のいずれか遅い日の
年齢を基準とします。

文化活動 ボランティア活動 地域活動

文化活動 ボランティア活動 地域活動
準備・片付け・応援・団体員の送迎

年間掛金
（1人当たり）

A1

AW

A2

D

800円

1,450円

1,850円

1,200円

800円

11,000円

C
64歳以下

B
65歳以上

対象となる事故

保険期間

団体・グループ活動中の事故/往復中の事故

令和2年4月1日午前0時から
令和3年3月31日午後12時まで

補償内容は、加入区分によって異なります。
詳しくは、ホームページなどをご覧ください。

補償内容

加入区分

A1、C、A2区分
の場合

例 傷
害
保
険

 4名以上の団体・
グループで

ご加入ください。

 4名以上の団体・
グループで

ご加入ください。

年間掛金には、制度運営費（10円）が含まれます。

故
に
遭
っ
て
負
傷
し
た
場
合
、

適
切
な
損
害
賠
償
が
な
さ
れ
ず
、

治
療
費
な
ど
の
損
害
額
を
利
用

者
自
身
が
全
額
負
担
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
四
国
運
輸

局
高
知
運
輸
支
局

☎
０
８
８
・
８
６
６
・
７
３
１
１

事
業
承
継
を
支
援
し
ま
す

　

経
営
者
の
皆
さ
ん
、
会
社
や

お
店
を
引
き
継
ぐ
方
法
は
決
ま

っ
て
い
ま
す
か
？

　

事
業
承
継
は
、
後
継
者
の
育

成
も
含
め
る
と
、
５
年
～
10
年

か
か
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
早

期
か
つ
計
画
的
な
取
り
組
み
が

必
要
で
す
。

　

事
業
承
継
の
準
備
を
進
め
て

い
く
た
め
に
は
、
各
分
野
の
専

門
家
に
相
談
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
ま
ず
は
、
最
寄
り
の
お

取
引
金
融
機
関
や
地
域
の
商
工

会
・
商
工
会
議
所
、
ま
た
は
顧

問
税
理
士
に
相
談
す
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

　

ま
た
、
事
業
承
継
に
関
す
る

よ
ろ
ず
相
談
窓
口
と
し
て
、
公

的
な
高
知
県
事
業
引
継
ぎ
支
援

セ
ン
タ
ー
も
あ
り
ま
す
の
で
、

遠
慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

☎
０
８
８
・
８
０
２
・
６
０
０
２

k
och

i-cen
ter@

th
eia.ocn

.n
e.jp

h
ttp

://w
w
w
.cciw

eb
.orjp

/

k
och

i/h
ik
itsu

g
i

【
問
い
合
わ
せ
先
】

県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課　

事
業
推
進
担
当

☎
０
８
８
・
８
２
３
・
９
６
９
２

EＨＰ


